
 

 

 

 

B 型肝炎訴訟の手引き

＜第７版＞
ご自身での提訴を考えている方へ（説明編）

～はじめに～

この手引きは、主にご自身での提訴を考えている方に向けて、B 型肝炎訴訟の和解手続

の流れや必要となる証拠資料等についてまとめたものです。

『B 型肝炎訴訟の手引き〈第７版〉―ご自身での提訴を考えている方へ（提出編）』に対

応していますので、証拠資料の収集などを行う際に、（提出編）と併せてご活用ください。

令和８年１月 改訂

厚生労働省

健康・生活衛生局

がん・疾病対策課 

B 型肝炎訴訟対策室
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＜訴訟（和解手続等）に関するお問い合わせ先＞

厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課 Ｂ型肝炎訴訟対策室

電話相談窓口：０３-３５９５-２２５２

受付時間：午前９時から午後５時まで

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

厚生労働省ホ-ムページ【Ｂ型肝炎訴訟について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html


 

１．B 型肝炎訴訟とは

Ｂ型肝炎訴訟とは、Ｂ型肝炎ウイルスに感染されている方のうち、幼少期（満７歳未満）に受け 

た集団予防接種等が原因で感染した方々が、国に損害賠償を求める訴訟のことをいいます。

＜これまでの経緯＞

平成元年 ５名の方が提訴

平成１８年 最高裁判決により国の責任が確定

平成２０年３月以降 ７００名以上の方が集団訴訟を提起

平成２３年６月２８日

平成２４年１月１３日

国と全国Ｂ型肝炎訴訟原告団、弁護団の間で「基本合意書」を締結（救済に

向けた認定要件や金額について合意）

「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施

行

平成２７年３月２７日 「基本合意書（その２）」を締結

平成２８年８月１日
「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部

を改正する法律」が施行

令和８年１月１５日 「基本合意書（その３）」を締結 

Ｂ型肝炎訴訟において救済対象となるのは、幼少期に受けた集団予防接種等（予防接種または 

ツベルクリン反応検査）の際に、注射器（注射針または注射筒）が連続使用されたことが原因でＢ 

型肝炎ウイルスに持続感染したと、裁判で認定された方のみです。注射器を交換する旨の指導が

行われなかったことについて、国の過失責任が認定された期間は、昭和２３年７月１日から昭和

６３年１月２７日までの間です。現在の予防接種においては、注射器の交換や予防接種による事

故の防止について徹底して指導されています。Ｂ型肝炎ウイルスの持続感染が集団予防接種等に

よるものであると認定された方には、病態によって下記のとおり給付金等が支給されます。

＜病態と給付金額＞

病態 給付金等

死亡・肝がん・肝硬変（重度）

肝硬変（軽度）

慢性肝炎

無症候性キャリア
（特定無症候性持続感染者）

発症（死亡）後20年以内 3,600万円

発症（死亡）後20年を経過 900万円

発症後20年以内 2,500万円

発症後20年を経過（現に治療を受けている方等） 600万円

発症後20年を経過（上記以外の方） 300万円

発症後20年以内 1,250万円

発症後20年を経過（現に治療を受けている方等） 300万円

発症後20年を経過（上記以外の方） 150万円

感染後20年以内 600万円

感染後20年を経過 ５0万円

死亡又は発症後提訴までに２０年間を経過すると、損害賠償請求権が消滅することが民法で

定められています。そのため、給付金等の額も異なります。

詳しくは、「１０．除斥期間を経過した方について」（P.２５）をご覧ください。
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２．給付金等の支給対象となる可能性がある方 
 

特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金の支給対象となる方は、『一次感染者』と『二次感染者』の

２種類に大きく分けられます。 

一次感染者とは、Ｂ型肝炎ウイルスの持続感染者のうち、集団予防接種等における注射器の連

続使用により感染した方です。二次感染者とは、その方から母子感染した方等です。 

 

（１） 一次感染者の簡易判断 

 ＜は い＞  ＜いいえ＞ ＜分からない＞ 

1941 年 7 月 2 日～1988 年 1 月 27 日に生まれている 

（昭和 16 年）  （昭和 63 年） 
□

 
□  

『B 型肝炎』と言われたことがある □ □ 
B 型肝炎ウイルス検査を受けてください。 

Ｐ.２４の８－１（１）参照 

幼少期（満７歳未満）に集団予防接種等を受けたことがある □ □ ご自身の母子健康手帳を確認ください。 

母親が『B 型肝炎』と言われたことはない □ □  

 

 

 

 

 

ただし、母親が『B 型肝炎』と言われたことがある場合、『二次感染者』として給付金等の支給対

象となる可能性がありますので、以下の（２）の簡易判断を行ってください。  

 

（２）二次感染者の簡易判断 

 ＜は い＞＜いいえ＞ ＜分からない＞ 

『B 型肝炎』と言われたことがある □ □ 
B 型肝炎ウイルス検査を受けてください。 

Ｐ.２４の８－１（１）参照 

母親が上記（１）の『一次感染者』の可能性がある □ □

 母親において上記（１）の簡易判断を行

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、二次感染（母子感染及び父子感染）、又は三次感染（二次感染者からの母子感染）と思われ

る場合は、巻末の電話相談窓口へお問い合わせください。 

全ての項目に『はい』のチェックのついた方が 

『一次感染者』として、給付金等の支給対象となる可能性があります。 

次ページ以降の要件と提訴に必要な書類をご確認ください。 

 

        ※一次感染者について詳しくは、次のページより参照ください。 

全ての項目に『はい』のチェックのついた方が 

『二次感染者』として、給付金等の支給対象となる可能性があります。 

二次感染者だけでの提訴も可能ですが、和解手続きを円滑に進めるため、一次感染者であ

る母親から先に、もしくは同時に提訴いただくことをお勧めしています。 

  

２ 



３．提訴準備から給付金等を受け取るまでの流れ 
 

  

３ 

①証拠資料の収集 

②訴状を書く 

③提訴 

④和解要件確認 

⑤和解成立 

⑥給付金支給 

提訴に必要な証拠資料を 

医療機関や市町村窓口等から収集しま

す。 

訴状を書きます。 

（訴状：訴えの内容が書いてある文書） 

訴状を裁判所に提出し、国を相手とした国

家賠償請求訴訟を提訴していただきます。  

和解の要件を満たすかを確認します。証

拠資料を追加提出いただくことがありま

す。 

和解の要件を満たしていることが証拠資

料で確認できた方は、国との間で和解が

成立します。 

和解が成立した方は、社会保険診療報酬

支払基金に請求書等を提出します。手続

が終わり次第、支払基金から給付金が受

け取れます。 



４．一次感染者であることを証明するための要件     
 

集団予防接種等により、Ｂ型肝炎ウイルスに持続感染※１した方（一次感染者）の認定につい

ては、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページより、要件ごとに必要な資料について説明します。以上の要件を満たすために必

要な資料の他、本人確認や病態を認定するための資料も提出が必要です。 

提出いただいた資料を審査した結果、要件が満たされていない場合、和解ができないことが

あります。 

 

 

※1 B 型肝炎ウイルスに感染すると、一時的な感染で終わる場合（一過性感染）と、ほぼ生涯にわたって

感染が持続する場合（持続感染）があります。一過性の感染歴があるだけでは和解対象とはなりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
 

 

満７歳になるまでに集団予防接種等を受けていること 

B 型肝炎ウイルスに持続感染していること 

集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと 

母親からの感染（母子感染）でないこと 

その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと 

集団予防接種等とは異なる原因の存在がうかがわれる資料がないこと 

父親からの感染（父子感染）でないこと 

一次感染者の B 型肝炎ウイルスがジェノタイプ Ae 型でないこと 

１ 

４ 

２ 
 

３ 



５．一次感染者の要件を満たすために必要な資料 
 

一次感染者の本人確認等 

 

 一次感染者の氏名及び生年月日や一次感染者の死亡、原告と一次感染者との相続関係を確認で

きる資料をご提出ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ｂ型肝炎ウイルスに持続感染していること 

 

 血液検査結果により、Ｂ型肝炎ウイルスに持続感染していることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市区町村の窓口で入手してください。 

 

・一次感染者の相続人の方が訴訟を提起される場合は、

一次感染者が死亡したことや、一次感染者との関係

がわかる戸籍等をご提出ください。なお、相続関係

図についても、可能な限り作成してご提出ください。 

 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・検査項目として、以下の①または②のいずれかの検

査結果が記載されていることが必要です。 

 

① ６か月以上の間隔をあけた２時点における、以

下のいずれかの検査結果 

・ＨＢｓ抗原 陽性 

・ＨＢＶ－ＤＮＡ 陽性 

・ＨＢｅ抗原 陽性 

② HＢｃ抗体 陽性（高力価※３）を示す検査結果 

 

・血液検査結果は、一次感染者の氏名と生年月日が記

載されていることが必要です。記載がない場合は、

血液検査の報告書の提出をお願いする場合がありま

す。 

 

・上記のほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、

Ｂ型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合が

あります。 

 

一次感染者の血液検査結果の原データ※２ 

血液検査の報告書（様式２） 

本人
確認 

要件
１ 

市区町村窓口 

→下の要件１へ進む 

→６ページ要件２・３へ進む 

※２  原データとは、検査伝票又は複写したものを指します（但し、手書きのものは認められません）。 

※３  高力価とは、原検体検査（CLIA 法）については S／CO が 10 以上である場合をいい、200 倍希釈検査（RIA

法、EIA 法）については当該検査における基準（同基準がない場合にあっては、当該検査の時期に照らした一般

的な基準）に従って個別判断することとしています。 

 

医療機関 【証拠番号 甲２】 

一次感染者の戸籍等 

【証拠番号 甲１】 

【任意】【証拠番号 甲２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５ 



 

 

 

 

 

国の責任期間である昭和 23 年 7 月 1 日から昭和 63 年 1 月 27 日までの間に集団予防接種

等を受けたことを確認します。 

「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載により確認しますが、いずれも提出できない

場合は、陳述書や意見書等を提出する必要があります。チャートに沿って証拠資料を収集してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・母子健康手帳は、一次感染者のものをご用意く

ださい。 

・集団予防接種等を受けた事を確認できない場合

は、追加資料を求めることがあります。 

→８ページ要件４へ進む 

要件 
２ 

接種等を行った各市町村の窓口にお問い合せ 

ください。 

 

・予防接種台帳の保存状況については、厚生労働 

省のホームページでも調査結果を公表してい 

ますので、ご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001501097.pdf 

・市区町村が保存している予防接種台帳から接種

記録を確認できれば証拠となります。集団予防

・保存されていた予防接種台帳に、接種記録が記

載されていない場合は、その旨の証明書をご提

出ください。 

「予防接種台帳」の保存が確認できる市町村に居住歴がありますか 

原 告 

→８ページ要件４へ進む 

市区町村窓口 

満７歳になるまでに集団予防接種等を受けていること 

要件 
３ 

集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと 

母子健康手帳原本の写し 

（表紙を含む全ページ） 

 

接種記録が記載された部分 

の予防接種台帳の写し 

 

【証拠番号 甲３】 

【証拠番号 甲３】 

ある 

次のページの資料をご提出ください。 

６ 

「母子健康手帳」の原本がありますか 

 
ない 

ある ない 

ASIYK
下線



 

 

「母子健康手帳」及び「予防接種台帳」を提出できない場合は、以下の書類すべてが必要です。 

【証拠番号 甲３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存期間を経過している等の事情により、戸籍の附票等が提出できない場合は、以下

の 2 点の資料が必要です。 

 

 

 

医療機関 

・一次感染者が幼稚園、小学校等に在籍していたこと

がわかる資料をご提出ください。 

 

・昭和 16 年 7 月２日から昭和 63 年 1 月 27 日ま

での間に日本国内で出生し、日本国内に居住してい

ることを確認します。 

・満７歳になるまでの居住歴が確認できることが必要

です。 

市区町村窓口 

学 校 等 

母子健康手帳を提出できない旨の陳述書 

（様式３－１） 

・母子健康手帳が提出できない理由を原告ご本人等 

がお書きください。 

 

原 告 

集団予防接種等に関する陳述書 

（様式３－２） 

 接種痕意見書 

（様式３－３） 

・一次感染者又は集団予防接種等を受けさせた方（母

親等）が、接種の場所や時期等の具体的な状況をで

きる限りお書きください。 

満７歳になるまでの居住歴が確認できる

住民票又は戸籍の附票の写し 

 

 
戸籍の附票の不存在証明書 

 

幼稚園、小学校の 

卒園・卒業証明書等 

 

「母子健康手帳」及び「予防接種台帳」を提出できない場合 

原 告 

・種痘または BCG の接種痕が残っていることを確

認した医師の意見書を医療機関で入手してくださ

い。 

 

 

・戸籍の附票が存在しないことを市区町村が証明した

ものをご提出ください。 

 

市区町村窓口 

② 

③ 

④ 

④を提出できない場合 

④を提出できない場合 

① 

＜例＞ 

①幼稚園、小学校の卒園・卒業証明書 

②幼稚園、小学校の卒園・卒業証書 

③小学校の通知票 

④幼稚園、小学校等の通園・通学を証明できるもの 

 ７ 



 

   

 

 母子感染は、乳幼児期の B 型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされています。 

 したがって、集団予防接種等と B 型肝炎ウイルス感染との因果関係を主張するに当たっては、

母子感染でないことを立証することが必要となります。具体的には、母親の血液検査結果により、

母親が持続感染者でないことを確認します。 

母親が持続感染者であった場合、母子感染でないことを医学的に立証しない限り、一次感染者

として和解することは困難となります。 

 

 

（１）母親の生存、死亡に関わらず必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）母親が生存している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の血液検査結果の原データ 

 
 

母親の戸籍又は除籍謄本 ・市区町村の窓口で入手してください。 

 

・母親と一次感染者との親子関係、母親の氏名、生年

月日を確認できるものが必要です。 

 

・母親が死亡している場合は、死亡を確認できるもの

をご提出ください。 

 

・母親とは実母を指します。 

 

要件 
４ 

※４ 低力価とは、原検体検査（CLIA 法）については S／CO が 10 未満である場合をいい、200 倍希釈検

査（RIA 法、EIA 法）については当該検査における基準（同基準がない場合にあっては、当該検査の時

期に照らした一般的な基準）に従って個別判断することとしています。 

母親からの感染（母子感染）でないこと 

市区町村窓口 【証拠番号 甲４－１】 

【証拠番号 甲４－２】 
 

医療機関 

 血液検査の報告書（母親用） 

（様式４－１） 

【任意】【証拠番号 甲４－２】 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・検査項目として、以下の両方の検査結果が必要で

す。 

 

① HBｓ抗原 陰性 

② HBｃ抗体 陰性又は低力価陽性※４ 

 

・血液検査結果は、母親の氏名と生年月日が記載さ

れていることが必要です。記載がない場合は、血

液検査の報告書の提出をお願いする場合がありま

す。 

 

→１１ページ要件５へ進む 

８ 



（３）母親が死亡している場合 

 一次感染者の母親が既に死亡している場合は、以下のチャートに沿って証拠資料を収集してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・以下の検査結果が必要です。 

① ＨＢｓ抗原 陰性 

 

・母親が８０歳未満の時点であることが必要で

す。 

 

・母親の血液検査結果が HBｓ抗原陰性であって

も、その検査時に母親が 80 歳以上であった場

合は、母親が持続感染者でない事の証拠資料と

して、採用できません。 

 

→１１ページ要件５へ進む 

医療機関 

医療機関 

死亡した母親の HBｓ抗原 陰性と HBｃ抗体 陰性（低力価陽性）の両方の血液検査結果の原

データがありますか 

 

【証拠番号 甲４－２】 

母親の血液検査結果の原データ 

 

 血液検査の報告書（母親用） 

（様式４－１） 

【任意】【証拠番号 甲４－２】 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・検査項目として、以下の両方の検査結果が必要

です。 

 

① HBｓ抗原 陰性 

② HBｃ抗体 陰性又は低力価陽性※４（P.8） 

 

・血液検査結果は、母親の氏名と生年月日が記載

されていることが必要です。記載がない場合

は、血液検査の報告書の提出をお願いする場合

があります。 

 

母親の血液検査結果の原データ 

 

【証拠番号 甲４－２】 

 血液検査の報告書（母親用） 

（様式４－１） 

【任意】【証拠番号 甲４－２】 

次のページの資料をご提出ください。 

→１１ページ要件５へ進む 

死亡した母親が８０歳未満の時点のＨＢｓ抗原 陰性の血液検査結果の原データがあります

か 

９ 

ある ない 

ある ない 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・年長のきょうだいの血液検査結果により立証が

認められるのは、母親の血液検査結果が残存し

ていない場合に限られます。 

 

・母親の血液検査結果が残存していないことを、

原告ご本人がお書きください。 

市区町村窓口 

・市区町村の窓口で入手してください。 

・一次感染者とのきょうだい関係、年長のきょう

だいの氏名、生年月日が確認できるものが必要

です。 

 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・以下の両方の検査結果が必要です。 

  

① ＨＢｓ抗原 陰性 

 ② ＨＢｃ抗体 陰性又は低力価陽性 

 

・血液検査結果は、年長のきょうだいの氏名と生

年月日が記載されていることが必要です。記載

がない場合は、血液検査の報告書の提出をお願

いする場合があります。 

 

年長のきょうだいの血液検査結果

の原データ 

年長のきょうだいがいますか 

母親の血液検査結果の原データが

残存していない旨の陳述書 

（様式４－２） 

原 告 

年長のきょうだいの戸籍謄本 

医療機関 

医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合

があります 

いない 

【証拠番号 甲４－２】 

【証拠番号 甲４－２】 

【証拠番号 甲４－２】 

【任意】【証拠番号 甲４－２】 
血液検査の報告書 

（年長のきょうだい用） 

（様式４－３） 

次のページの資料をご提出ください。 

母子感染でないことは、母親の血液検査結果により判断することが原則です。しかし、母親

が死亡しており、血液検査結果が残存していない場合は、年長きょうだいの血液検査結果によ

り認められる場合があります。その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、認められる場

合があります。 

１０ 

いる 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 型肝炎ウイルスは、母子感染以外にも、輸血による感染、父親などからの家庭内感染、性交

渉による感染など、さまざまな感染原因が考えられます。 

 集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために、一定の時期の医療記録の提

出が必要です。チャートに沿って証拠資料を収集してください。 

 

 

 

 

 

医療機関 

・母親の血液検査結果が残存していないことを、原告ご本

人がお書きください。 
 

母親の血液検査結果の原データが

残存していない旨の陳述書 

（様式４－２） 

【証拠番号 甲４－２】 

 

【証拠番号 甲４－２】 

原 告 

・医療記録等、可能な限りの資料をご提出ください。 母親の医療記録等 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
要件 
５ 

１ 

その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと 

集団予防接種等とは異なる原因の存在がうかがわれる資料がないこと 

＜提出が必要な医療記録の範囲＞ 

 

（１）提訴日前 1 年内の医療記録（肝疾患に関するものに限る） 

（２）持続感染判明時以降 1 年分の医療医録 

（３）肝炎発症時以降 1 年分の医療記録 

（４）入院中のすべての医療記録又は退院時要約（肝疾患に関するものに限る） 

 

 医療記録は、看護記録、診療報酬明細及び紙媒体にすることが容易でない写真・画像等を

除きます。 

 

上記（１）から（４）の医療記録中に、集団予防接種等とは異なる原因の存在が具体的に

うかがわれる場合は、それに関する医療記録の追加提出をお願いする場合があります。 

医学的知見を踏まえた個別判断を行うためには、母親の医療記録等、可能な限り資料をご提

出ください。判断を行うために、追加で資料の提出をお願いする場合があります。 

１１ 

 

診療録開示請求書 

【任意】【証拠番号 甲５－１】  

・医療記録について、診療録開示請求書がお手元にあ

る場合は、ご提出ください。 

医療機関 



（１）提訴日前１年内の医療記録について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関 

医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

医療記録について、審査の過程で資料の追加を依頼することがあります。 

 

 

（２）持続感染判明時以降１年分の医療記録について 

 

「持続感染判明時」とは、B 型肝炎ウイルスに持続感染したことが、医療機関での検査や、献

血、健康診断等によって最初に判明した時のことです。 

持続感染判明時がいつであるか、明らかにしていただいた上、裁判所に提出する訴状にも記載

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

提訴日前１年内の医療記録に 

関する報告書（様式５－２－１） 

 

提訴日前１年内の医療記録 

提訴日前１年内に肝疾患で通院したことがありますか 

ある ない 

医療機関 

・ 病院等の医療機関で入手してください。 

 

・ 肝疾患に関する医療記録に限られます。 

 

・ 医療記録の開示請求にあたっては、各医療

機関における請求の方法・様式に従ってく

ださい。（様式５－１）を活用していただい

ても構いません。 

提訴日前１年内に通院していない

旨の陳述書（様式５－２－２） 

原 告 

・ 原告ご本人がお書きください。 

 

・ 提出された医療記録が 1 年分に満たない場

合は、その理由を記載してください。 

原 告 

・ 原告ご本人がお書きください。 

 

【証拠番号 甲５－２】 

【証拠番号 甲５－２】 

提訴日前に通院していない等の理由により、医療記録を提出できない場合は、その旨の陳述書をご提

出ください。 

１２ 

【任意】【証拠番号 甲５－２】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療記録について、審査の過程で資料の追加を依頼することがあります。 

 

 
 

持続感染判明時から１年間に通院又は入院したことがありますか 

 

持続感染判明時以降１年分の 

医療記録 

ない 

医療機関 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・肝疾患に関する医療記録に限られません。 

 

・医療記録の開示請求にあたっては、各医療

機関における請求の方法・様式に従ってく

ださい。（様式５－１）を活用していただい

ても構いません。 

【証拠番号 甲５－３】 

持続感染判明時以降１年分の 

医療記録に関する報告書 

（様式５－３－１） 

原 告 

・ 原告ご本人がお書きください。 

 

・ 提出された医療記録が 1 年分に満たない場

合は、その理由を記載してください。 
 

入通院していたが、保存期間を経過している等の事情により、医療記録を提出できない

場合は、医療記録が不存在である旨を医療機関に証明してもらう事が必要です。 

 

 
【証拠番号 甲５－３】 

医療記録の不存在証明書 
 

医療機関 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・入通院していた病院に医療記録が保存されて

いないことの証明書です。 

 

・（様式５－１）において医療記録が存在しな

いことを医療機関が回答したものでも構いま

せん。 

 

 
原 告 

持続感染判明時以降１年間に 

入通院していない旨の陳述書 

（様式５―３－２） 

 

【証拠番号 甲５－３】 

・ 原告ご本人がお書きください。 

 

持続感染判明時から１年間に入通院していないため、医療記録を提出できない場合は、その旨の陳述

書をご提出ください。 

１３ 

【任意】【証拠番号 甲５－３】 

ある 



（３）肝炎発症時以降１年分の医療記録 

 肝炎発症時以降１年分の医療記録は、病態が慢性肝炎・肝硬変・肝がん・死亡の場合に提出が

必要です。無症候性キャリアの方は、Ｂ型肝炎ウイルスに持続感染しているものの、まだ肝炎を

発症していないことから、肝炎発症時以降１年分の医療記録の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原告ご本人がお書きください。 

 

・提出された医療記録が 1 年分に満たない場合は、

その理由を記載してください。 

 

 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・入通院していた医療機関に医療記録が保存されてい

ないことの証明書です。 

 

・（様式５－１）において医療記録が存在しないこと

を医療機関が回答したものでも構いません。 

 

病態は慢性肝炎・肝硬変・肝がん・死亡ですか 

無症候性キャリアの方は、肝炎発症時以降の医療記録は提

出不要です。 

肝炎発症時から１年間に通院又は入院したことがありますか 

 
 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・肝疾患に関する医療記録に限られません。 

 

・医療記録の開示請求にあたっては、各医療機関にお

ける請求の方法・様式に従ってください。（様式５

－１）を活用して頂いても構いません。 

 

肝炎発症時以降１年分の 

医療記録 

医療機関 

肝炎発症時以降１年分の医療記録

に関する報告書（様式５－４－１） 

原 告 

【証拠番号 甲５－４】 

 
【証拠番号 甲５－４】 

医療記録の不存在証明書 

入通院していたが、保存期間を経過している等の事情により、医療記録を提出できない

場合は、医療記録が不存在である旨を医療機関に証明してもらう事が必要です。 

 
医療機関 

次のページの資料をご提出ください。 １４ 

【任意】【証拠番号 甲５－４】 

はい いいえ 

はい いいえ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療記録について、審査の過程で資料の追加を依頼することがあります。 

 

（４）入院中のすべての医療記録 

 退院時要約（サマリー）がある場合には、当該入院中の期間については、退院時要約（サマリ

ー）の提出でも認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院していたが、保存期間を経過している等の事情により、医療記録を提出できない

場合は、医療記録が不存在である旨を医療機関に証明してもらう事が必要です。 

 

 

 

 

 
原 告 

肝炎発症時以降１年間に 

入通院していない旨の陳述書 

（様式５―４－２） 

 

・原告ご本人がお書きください。 

 

肝炎発症時から１年間に入通院していない等の理由により、医療記録を提出できない場合は、その旨

の陳述書をご提出ください。 

【証拠番号 甲５－４】 

 入院中のすべての医療記録 

または退院時要約（サマリー） 

 

【証拠番号 甲５－５】 
 

医療機関 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・肝疾患に関する医療記録に限られます。 

 

 
【証拠番号 甲５－５】 

医療記録の不存在証明書 

 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・入院していた医療機関に医療記録が保存さ

れていないことの証明書です。 

 

・（様式５－１）において医療記録が存在しな

いことを医療機関が回答したものでも構い

ません。 

 

医療機関 

肝疾患で入院したことがありますか 

はい いいえ 

ご提出いただく資料はありません。入院をしていない旨の陳述書は不要です。 

入院中の医療記録に関する 

報告書（様式５－５） 

 原 告 

・原告ご本人がお書きください。 

 

１５ 

【任意】【証拠番号 甲５－５】 



 

   

 

 

 父子感染も、乳幼児期の B 型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされています。 

 父親の血液検査結果により、持続感染者でないことを確認します。父親が持続感染者であった

場合、さらに一次感染者と父親のＢ型肝炎ウイルスの塩基配列を比較し、同定されないことを確

認する必要があります。 

 

（１）父親の生存、死亡に関わらず必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親が生存している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

父親の戸籍又は除籍謄本 ・市区町村の窓口で入手してください。 

 

・父親と一次感染者との親子関係、父親の氏名、生年

月日を確認できるものが必要です。 

 

・父親が死亡している場合は、死亡を確認できるもの

をご提出ください。 

 

・父親とは実父のみならず、幼少期に同居していた養

父も含まれます。 

 

要件 
５ 

市区町村窓口 【証拠番号 甲６－１】 

血液検査の結果、父親はＢ型肝炎ウイルスの持続感染者ですか 

はい 

次のページの資料をご提出ください。 

父親からの感染（父子感染）でないこと 

その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと 

２ 

 

【証拠番号 甲６－２】  
医療機関 

 血液検査の報告書（父親用） 

（様式６－１） 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・検査項目として、以下の両方の検査結果が必要で

す。 

 

① HBｓ抗原 陰性 

② HBｃ抗体 陰性又は低力価陽性※４（P.８） 

 

・血液検査結果は、父親の氏名と生年月日が記載さ

れていることが必要です。記載がない場合は、血

液検査結果の報告書の提出をお願いする場合があ

ります。 

 

・必要な検査費用が支払われる場合があります。 

父親の血液検査結果の原データ 

 

 

【任意】【証拠番号 甲６－２】 

１６ 

【任意】【証拠番号 甲６－２】 

血液検査の領収書 

 

さらに提出していただく資料はありません。 

いいえ 



父親が持続感染者であった場合、さらに一次感染者と父親のＢ型肝炎ウイルスの塩基配列を比

較し、同定されないことを確認する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）父親が死亡している場合 

①父親が死亡し、父親の血液検査結果がある場合は、以下の資料をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【証拠番号 甲６－２】 

父親の血液検査結果の原データ 

 

 血液検査の報告書（父親用） 

（様式６－１） 

【任意】【証拠番号 甲６－２】 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・検査項目として、以下の両方の検査結果が必要

ですが、①もしくは②いずれかの検査結果のみ

であっても、参考としますのでご提出くださ

い。 

 

① HBｓ抗原 陰性 

② HBｃ抗体 陰性又は低力価陽性※４（P.8） 

 

・血液検査結果は、父親の氏名と生年月日が記載

されていることが必要です。記載がない場合

は、血液検査の報告書の提出をお願いする場合

があります。 

 

 

【証拠番号 甲６－２】  
医療機関 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・結果が「判定不要」「同定されない」「検出不能」

の場合もご提出ください。 

 

・和解の際に所定の検査費用が支給されます（P.２４

参照）。 

父親と一次感染者のＢ型肝炎ウイルスの

塩基配列を比較した血液検査（ＨＢＶ分

子系統解析検査）の原データ 

 

医療機関 

血液検査の結果、父親はＢ型肝炎ウイルスの持続感染者ですか 

さらに提出していただく資料はありません。 

父親と一次感染者のＢ型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果がありますか 

はい 

個別に判断を行います。追加で資料の提出をお願

いする場合があります。（様式６－２） 

１７ 

次のページの資料をご提出ください。 

はい いいえ 

いいえ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

②父親が死亡し、血液検査結果が残存していない場合は、以下の資料をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ジェノタイプ Ae の B 型肝炎ウイルスは、幼少期以降の感染であっても、その１０パーセント

前後が持続感染化することが知られており、平成８年以降に日本における感染例が確認されてい

ます。 

このため、平成８年 1 月 1 日以降に B 型肝炎ウイルス感染が確認された方については、幼少

期以降の感染が持続感染化した可能性があると考えられるため、ジェノタイプの検査結果の提出

が必要です。 

日本では、ジェノタイプＢやＣが多いため、まずは、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」といった主要な遺伝子型

を判定する検査（ＨＢＶジェノタイプ判定検査）を受けていただきます。チャートに沿って証拠

資料を収集してください。 

 

 

 

 

 

 
父親と一次感染者のＢ型肝炎ウイルスの

塩基配列を比較した血液検査結果（ＨＢ

Ｖ分子系統解析検査）の原データ 

 

 
医療機関 

・病院等の医療機関において入手してください。 

 

・結果が「判定不能」「検出不能」「同定されない」

の場合もご提出ください。 

 

・和解の際に所定の検査費用が支給されます（P.24

参照）。 

【証拠番号 甲６－２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

要件 
５ 

その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと 

３ 一次感染者の B 型肝炎ウイルスがジェノタイプ Ae 型でないこと 

１８ 

 父親の血液検査結果の原データが残存し

ていない旨の陳述書（様式６－２） 

【証拠番号 甲６－２】  原 告 
 

・父親の血液検査結果が残存していないことを、

原告ご本人がお書きください。 



 

 

 
 

持続感染判明は、平成８年１月１日以後ですか 

平成７年以前に持続感染したことを確認できる場合

は、ジェノタイプ検査結果を提出していただく必要

はありません。 

はい いいえ 

 
 

一次感染者の B 型肝炎ウイルスの 

ジェノタイプの検査結果の原データ 

医療機関 【証拠番号 甲７－１】 
・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・ジェノタイプの検査結果が「判定不能」や「検出

不能」である場合も、提出が必要です。 

 

・平成２３年 6 月２８日以降に実施した検査につい

ては、ＥＩＡ法に限られます。 

 

・ジェノタイプＡｅ以外の場合でも、国の責任期間

内における集団予防接種等以外の感染原因をうか

がわせる場合には、追加で資料提出を求められた

り、最終的に和解ができないという場合もありま

す。 

 

・和解の際に所定の検査費用が支給されます（P.24

参照）。 

 

検査結果がジェノタイプ A である 

はい 

一次感染者の B 型肝炎ウイルスの 

サブジェノタイプの検査結果の原データ 

 

さらにサブジェノタイプ検査結果を提出してい

ただく必要はありません。 

医療機関 

・病院等の医療機関で入手してください。 

 

・サブジェノタイプの検査結果が「判定不能」や「検

出不能」である場合も、提出が必要です。 

 

・ジェノタイプＡｅである場合は、和解はできませ

ん。 

 

・和解の際に所定の検査費用が支給されます（P.24

参照）。 

 

【証拠番号 甲７－２】 

１９ 

いいえ 
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６．病態の認定にかかる要件 
 

和解をする場合の病態区分は、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡であり、それぞれ一定の基準

に沿って、病態を判断することとなります。いずれの病態も、B 型肝炎ウイルスの持続感染に起

因するものであることが前提条件となります。 

以下の表を参考に「Ｂ型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書（覚書診断書）」等の資

料を「証拠番号 甲８」としてご提出ください。 

 

※無症候性キャリアの方は、肝炎を発症していないため、病態の認定は必要ありません。 

  

具体的基準 総合的判断

慢性肝炎

　6か月以上間隔をあけた2時点において、
　連続してALTの異常値が認められる場合
　（ただし、2時点の間隔が相当長期であり、
　または2時点の間に異常値の継続を疑わせる
　検査結果があるなどの特段の事情のある場合
　を除く）

　カルテや各種検査結果（原データ）等の
　医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて
　総合的に判断すること

肝硬変
（軽度）

　病理組織検査にて、
　肝硬変と診断されている場合

　「医師の診断書＋診断を裏付ける診療録
　＋画像検査報告書＋血液検査報告書等」
　により、総合的に肝硬変と認められること

　病理組織検査にて、
　肝硬変と診断されている場合

　「医師の診断書＋診断を裏付ける診療録
　＋画像検査報告書＋血液検査報告書等」
　により、総合的に肝硬変と認められること

肝がん
　病理組織検査にて、
　原発性肝がんと診断されている場合

　「医師の診断書＋診断を裏付ける診療録
　＋画像検査報告書＋血液検査報告書等」
　により、総合的に原発性肝がんと
　認められること

死亡 なし

　医療記録に基づく医学的知見を踏まえた
　総合的な判断により、当該原告の死亡が
　B型肝炎ウイルスの持続感染と
　相当因果関係があると認められる場合

肝硬変
（重度）

　上記を満たし、かつ、以下のいずれかが認められる場合
　　　①　90日以上間隔をあけた２時点において、
　　　　　Child-Pugh分類における合計点数が10点以上の状態
　　　②　肝臓移植を行ったこと

Child-Pugh分類 1点 2点 3点

肝性脳症 なし 軽度（Ⅰ・Ⅱ） 昏睡（Ⅲ以上）

腹水 なし 軽度 中程度以上

血清アルブミン値 3.5 g/dl超 2.8～3.5 g/dl 2.8 g/dl未満

プロトロンビン時間 70％超 40～70% 40%未満

血清総ビリルビン値 2mg/dl未満 2～3mg/dl 3mg/dl超
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・「Ｂ型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書（覚書診断書）」については、平成２３年 6

月 28 日に全国 B 型肝炎訴訟弁護団と国との間で交わした「覚書」において、国は「病態及び

病態と B 型肝炎ウイルス感染との因果関係の判断に当たっては、上記診断書の診断を十分に尊

重するものとする。」と、されています。 

・原告の方が覚書診断書を提出した場合には、カルテ等の医療記録と併せて、この診断書によっ

て病態を判断することとしています。 

・覚書診断書は、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関にて作成いただいた場合に限り、

有効となります。（肝がん、死亡の覚書診断書については、がん診療連携拠点病院でも可） 

 

 

 

・〈提出編〉に記載の仕方についての説明がありますので併せて医療機関にご提出ください。 

・その他の医療記録は、病院等の医療機関で入手してください。 

・Ｂ型肝炎ウイルスの持続感染に起因する各病態は、カルテや各種検査等の提出された医療記録

に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断することとされています。 

 さらに、P.20 の病態を認定するために必要な医療記録を、追加でご提出していただく場合も

あります。 

・死亡の場合は、死亡診断書の提出も必要です。 

・無症候性キャリアの方は覚書診断書を提出する必要はありません。 

  

（様式７） 

】 



厚生労働 省ホ-ムページで各該当施設の一覧を確認することができます。

※ これで一通りの資料収集は終了です。ただし、以上の全ての資料をご提出いただいている

場合でも、内容等により追加の資料等の提出をお願いする場合があります。

※ 資料の不足がありますと、再度資料の収集をお願いすることになり、和解までの時間が長

くなります。早期和解のため、該当する全ての資料のご提出をお願いいたします。

終了

✧肝疾患診療連携拠点病院（肝炎情報センター）

✧がん診療連携拠点病院

✧肝疾患専門医療機関

２２

https://www.kanen.jihs.go.jp/cont/060/hosp.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/03-1siryou_iryoukikan.html
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７．提訴から和解までの流れ 

 

裁判所への提出書類の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

提訴の手続 

 

 

 

 

 

 

 

裁判の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

証拠（甲１～９）の整理 

（説明編の P.5～P.22 

提出編の様式２～８－４参照） 

訴訟提起後、裁判所から裁判の期日を

指定する通知がされますので、原則とし

て、当該期日に、裁判所にご出廷いただ

きます。 

提訴する裁判所を決める 

【訴状の作成について】 

・訴状の様式については、各裁判所のホームページ

等でも紹介されています。 

 

【提訴について】 

・各地に地方裁判所・簡易裁判所があり、裁判所ご

とに管轄が決まっています。 

・被告の住居地、不法行為地（集団予防接種を受け

た場所）で提訴が可能です。 

なお、全国 B 型肝炎訴訟弁護団と国との間の合意

により、札幌、東京、新潟、静岡、金沢、大阪、

広島、鳥取、松江、福岡の各地方裁判所において

は、現在お住まいの地域にかかわらず、提訴が受

理される場合があります。 

 

【裁判所での手続の詳細について】 

・裁判所の HP をご覧ください。 

  http://www.courts.go.jp/saiban/index.html 

 

【訴訟の提起に関する手数料について】 

・裁判所の HP をご覧ください。 

  http://www.courts.go.jp/saiban/tesuuryou/ 

 

【証拠資料の提出について】 

・裁判所用と被告（国）用に、証拠の写しを２通作� 

成して提出してください。写しはなるべく A4 サ� 

イズでお願いします。 

・原本については、確認させていただきますので、� 

裁判の期日にご持参してください。 

・なお、母子健康手帳は、手帳本体を確認させてい

ただきます。 

・接種痕意見書、覚書診断書、検査費用にかかる領

収書についてはコピーではなく医療機関が発行し

た原本を確認させていただきます。 

・ご提出いただいた写しは返却できません。 

 

 

 

訴状の作成（提出編の P.３１参照） 

事実・証拠一覧の作成 

 

② 

③ 

① 

裁判所に必要書類を提出 

⑤ 

④ 

和解の要件を満たすことが証拠により

確認できた方は、被告（国）との間で「和

解」を成立させます。 

和解が成立した場合、裁判所から「和解

調書」を受け取ります。 

被告（国）において、裁判所を通じて

提出を受けた訴状や証拠等の資料をもと

に、和解の要件を満たすかを確認します。 

資料に不足がある場合など追加で資料の

提出をお願いする場合があります。 

 

 

⑦ 

⑥ 

http://www.courts.go.jp/saiban/index.html
http://www.courts.go.jp/saiban/tesuuryou
http://www.courts.go.jp/saiban/tesuuryou/
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８．証拠資料の収集にかかる費用について 

 

１．原告の負担となる費用 

原則として証拠資料の収集に要する費用は原告の負担となります。費用の負担がある証拠資料

については、主に以下のものがあります。 

 

（１）B 型肝炎ウイルス検査 

【ＨＢｓ抗原検査】 

・ほとんどの病院や診療所で受けることができます。 

・職域の健康診断や人間ドックを受ける際にオプションで申し込める場合があります。 

・自治体が行っている以下の検査は、これまで検査を受けたことがない方が１回のみ実施で

きます。 

① お住まいの都道府県等の保健所または委託医療機関：特定感染症検査等事業（無料） 

② お住まいの市区町村における保健センター、委託医療機関、住民基本健診：健康増進事

業（無料または一部負担）  

・実施日程や費用などは、それぞれの実施主体によって異なりますので、お住まいの市区町

村または保健所にお問い合わせください。 

詳しくは下記ホームページでご確認ください。 

＜厚生労働省 肝炎総合対策の推進 肝炎ウイルス検査＞ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/hepatitis_kensa.html 

 
【ＨＢｃ抗体検査、ＨＢｅ抗原検査、ＨＢＶ－ＤＮＡ検査】 

・ほとんどの病院や診療所で受けることができます。 

 

（２）行政文書の発行費用 

戸籍謄本等の各書類の発行に際し、市区町村窓口で手数料が発生します。各自のご負担と

なります。 

 

（３）診断書等の文書料、医療記録の開示請求に必要な手数料等 

各医療機関において、文書料や手数料が発生します。各自のご負担となります。 

 

 

２．和解が成立した際に、国から支払われる費用 

以下の検査費用については、和解が成立した際に、給付金等と合わせて支払基金から支給され

ます。和解が成立しなかった場合は、各自のご負担となります。 

 

（１）父親が持続感染者でないことを確認するための血液検査費用（P.１６参照） 

領収書が提出された場合は、それに応じた額が支給されます。ただし、文書料や他の項目

が含まれていた場合には、支給されない場合があります。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



（２）父親と一次感染者の B 型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査費用（P.１７,１８参照）

父親と一次感染者の B 型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査費用については、領収書

の提出がなくても、６5,000 円が支給されます。

（３）ジェノタイプ検査費用（P.１９参照）

ジェノタイプ検査費用については、領収書の提出がなくても、2,300 円が支給されま

す。領収書が提出され、保険給付がないことが確認できた場合は、8,500 円が支給され

ます。

（４）サブジェノタイプ判定検査（P.１９参照）

サブジェノタイプ検査費用については、領収書の提出がなくても、15,000 円が支給さ

れます。

９．給付金等の請求手続きについて

給付金等は、和解成立後、社会保険診療報酬支払基金（支払基金）に支給の請求をすることに

より、支払基金より支払われます。

支払基金に給付金等の請求を行う際には、所定の様式の請求書とともに、必要な書類を提出す

る必要があります。

請求に必要な書類、手続きについては、支払基金の相談窓口やホームページでご確認ください。

１０．除斥期間を経過した方について

【「除斥期間」について】

民法（平成 29 年法律第 44 号による改正前のもの。以下同じ。）において定められている「除 

斥期間」という制度により、「不法行為の時」から 20 年間を経過すると、損害賠償請求権が消滅

することとされています。

本件訴訟では、除斥期間の起算点（「不法行為の時」）については、① 無症候性キャリアの方

については集団予防接種等を受けた日（二次感染者については出生時等）になりますが、② 慢

性肝炎などを発症した方についてはその症状が発症した日（※） ③ 亡くなられた方について

は死亡日になります。

（※）多中心性発生による再発肝がんの場合は起算日が当該再発した時点となります。

（※）慢性肝炎の場合は、除斥期間の起算日は慢性肝炎が再燃又は再々燃した時点となる場合が

   あります。

● 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った

時から３年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とす

る。

25
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除斥期間を経過した軽度の肝硬変について 

除斥期間を経過した軽度の肝硬変患者の方については、①「現に治療を受けている方等」と②

「①に該当しない方」で給付金の金額が異なるので、留意が必要です。具体的には以下の通り区

分されます。 

● 上記①の「現に治療を受けている方等」は、以下のいずれかの要件を満たしている場合に対

象となります。 

（１） 訴訟提起の日から 1 年前の日以降の時点において、病理組織検査により肝硬変と認め

られ、当該肝硬変が B 型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められるこ

と。 

（２） 訴訟提起の日から 1 年前の日以降の時点において、医師の診断書に加え、診断を裏付

ける診療録、画像検査報告書及び血液検査結果等により、総合的に肝硬変と認められ、

当該肝硬変が B 型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められること。 

（３） 以下のいずれかの事実が医療記録から認められること。 

○ 天然型インターフェロン－α型製剤等、効能・効果として「HBe 抗原陽性でかつ

DNA ポリメラーゼ陽性の B 型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善」が添付文書に

記載されている薬剤による治療歴があること。 

○ 核酸アナログ製剤のうち、効能・効果として「B 型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機

能の異常が確認された B 型慢性肝疾患における B 型肝炎ウイルスの増殖抑制」が添付

文書に記載されている薬剤による治療歴があること。 

○ 免疫調整薬のうち、B 型慢性肝炎の治療目的として、ステロイド（ステロイドリバ

ウンド療法）又はプロパゲルマニウムによる治療歴があること。 

● 上記②の「①に該当しない方」は、上記（１）から（３）までのいずれにも該当しない場合

に対象となります。 

 

除斥期間を経過した慢性肝炎について  

除斥期間を経過した慢性肝炎患者の方については、①「現に治療を受けている方等」と②「①

に該当しない方」で給付金の金額が異なるので、留意が必要です。具体的には以下の通り区分さ

れます。 

● 上記①の「現に治療を受けている方等」は、以下のいずれかの要件を満たしている場合に対

象となります。 

（１） 訴訟提起の日から１年前の日以降の時点において、B 型肝炎ウイルスに起因するＡＬ

Ｔ（ＧＰＴ）値の異常（当該血液検査結果票に記載された基準値との比較による。）が認

められ、かつ、当該時点の後 6 か月以上をおいた別の時点において、B 型肝炎ウイルス

感染に起因するＡＬＴ（ＧＰＴ）値の異常（当該血液検査結果票に記載された基準値と

の比較による。）が認められること。 

ただし、上記の 2 つの時点間隔が相当長期であり、又は両時点の間に異常値の継続を

疑わせる検査結果があるなどの特段の事情のある場合を除く。 

（２） 上記「除斥期間を経過した軽度の肝硬変について」の（３）と同じ。 

● 上記②の「①に該当しない方」は、上記（１）または（２）のいずれにも該当しない場合に

対象となります。 

  



慢性肝炎の再燃、再々燃における除斥期間について

Ⅰ．除斥期間の起算点が、再燃時または再々燃時となる類型について

慢性肝炎については、原則として最初の慢性肝炎が発症した時点が除斥期間を計算する起算点と

なりますが、下記の１～３の慢性肝炎の経過がある場合は、下線の慢性肝炎が発症した時点を除斥

期間の起算点として扱います。

１．「ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再燃した者」

ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎がセロコンバージョンを経て鎮静化した後にＨＢｅ抗原が陰性のまま

慢性肝炎が再燃した者

［該当する要件］

⑴ ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症したこと。

⑵ 上記⑴の後に、セロコンバージョン(※)を起こしたこと。

⑶ 上記⑵の後に、上記⑴の慢性肝炎が鎮静化したこと。

⑷ 上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎を発症したこと。

２．「ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎が再々燃した者」

上記１⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が鎮静化した後にリバースセロコンバージョンを起こして

ＨＢｅ抗原が陽性となり慢性肝炎が再燃した者

［該当する要件］

⑴ 前記１の⑴から⑷までの事由に該当すること。

⑵ 前記１ ⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が鎮静化したこと。

⑶ 上記⑵の後に、リバースセロコンバージョン(※)を起こしたこと。

⑷ 上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を再度発症したこと。

３．「ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再々燃した者」

上記１⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎について当該患者の担当医がＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の治

療を要しないものと判断したと認められる状態になった後にＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再燃し

た者

［該当する要件］

⑴ 前記１の⑴から⑷までの事由に該当すること。

⑵ 前記１⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎について、当該患者の担当医がＨＢｅ抗原陰性慢性肝

炎の治療を要しないものと判断したと認められる状態になったこと。

⑶ 上記⑵の後に、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎を再度発症したこと。

（※）ＨＢｅ抗原セロコンバージョンとは、ＨＢｅ抗原が陽性の状態から陰性の状態へ、ＨＢ

ｅ抗体が陰性の状態から陽性の状態に変化（抗原及び抗体の変化）することです。

（※）ＨＢｅ抗原リバースセロコンバージョンとは、ＨＢｅ抗原が陰性から再度陽性の状態へ、

ＨＢｅ抗体が陽性から再度陰性の状態に変化することです。

２７ 

※上記の各要件の詳細は本書（Ｂ型肝炎訴訟の手引き＜第７版＞「ご自身での提訴を考えている方

へ（説明編）」）P.29をご参照ください。



Ⅱ．留意事項

１．二重給付をしないことについて

慢性肝炎の病態で既に１２５０万円の和解金の給付を受けた方については、重ねて慢性肝炎の

病態の同区分に基づく和解金（１２５０万円）の支払を受けることはできません。

２．「２０年の除斥期間が経過した方」として既に和解した方に対する追加支払について

既に20年の除斥期間が経過したとして和解金（３００万円又は１５０万円）の給付を受けた方

については、再度訴訟を提起いただき、前訴時点においても前記Ⅰの１～３のいずれかの各要件

を満たしていると認められた場合には、和解金（１２５０万円）と支払済みの和解金（３００万

円又は１５０万円）との差額を支払います。

なお、上記差額の支払を受けた後、より上位の病態の区分に新たに該当することとなった場合

には、新たな病態の区分に応じた金額から上記の支払を受けた金額（１２５０万円）を控除した

和解金を支払います。

３ 資料の提出

前記Ⅰの１～３いずれかの、各要件に該当する方については、要件を確認するために医療記録

などの必要な証拠資料の提出をお願いいたします。詳しくは、本書（B型肝炎訴訟の手引き＜第

７版＞「ご自身での提訴を考えている方へ(説明編) 」）P.32をご参照ください。

また、上記２の再提訴をされる方につきましては、和解済みであることの確認のため、前提訴

時の和解調書をご提出いただくようお願いします。

なお、前提訴時の証拠資料が既に保存期間経過により廃棄されている場合には、改めて前提訴

時の資料提出を求めることがございますので、ご承知おき願います。

Ⅲ．最高裁令和３年判決の事例と同様の経過をたどる慢性肝炎について

最高裁令和３年４月26日第二小法廷判決（以下「最高裁令和３年判決」という。）において、慢

性肝炎が再燃した場合の除斥期間の起算点について、新しい判断（HBe抗原陽性慢性肝炎が鎮静化

した後のHBe 抗原陰性慢性肝炎の再燃時を起算点とする）が示されたことから、令和６年８月より、

個別に救済を進めていました。この類型は、その後、令和８年１月15日に締結された「基本合意書

（その３）」に含まれる類型となり、現在、上記Ⅰの類型中、「１．ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再

燃した者」として救済を行っています。

このため、令和６年８月から令和８年１月15日までに、従前の取扱いとして、「最高裁令和３年

判決の事例と同様の経過をたどる慢性肝炎」として資料の提出をされている方については、すでに

提出していただいている資料を差替える必要はありません。

慢性肝炎の再燃、再々燃における除斥期間について

２８



Ⅳ．要件の詳細について

⑴ ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症したこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．ＨＢｅ抗原陽性でかつ慢性肝炎の具体的基準（P.20）を満たすこと。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に

判断し、ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症したと認められること。

⑵ 上記⑴の後に、セロコンバージョンを起こしたこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．上記⑴の後に、ＨＢｅ抗原陰性でかつＨＢｅ抗体陽性が認められること。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に

判断し、上記⑴の後に、セロコンバージョンを起こしたと認められること。

１．ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再燃した者

① 下記⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の発症前に慢性肝炎の発症が確認できること。

② ①の慢性肝炎の発症について、ＨＢｅ抗原陽性かつＨＢｅ抗体陰性の検査結果を確認するこ

とが困難であること。

③ ①の慢性肝炎がＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎であることを疑わせる事情（例えば、上記①の慢性

肝炎の前に、セロコンバージョン又は鎮静化したことが医療記録からうかがわれるなどの事

情）がないこと。

① 上記⑴の慢性肝炎につき、提出可能な医療記録が提出されていること。

② 上記⑴の慢性肝炎が鎮静化したことを示す事情（通院の有無・内容、自覚症状がなかったこ

と等）が記載された当該患者（当該患者が死亡した場合には、その遺族）の陳述書等が提出

されていること。

≪ｂにおける認定の考え方の補足≫

以下の①～③をそれぞれ確認できる場合には、特段の事情がない限り、これを認める。

≪ｂにおける認定の考え方の補足≫

上記⑴及び下記⑷の事由が認定できる場合には、特段の事情がない限り、これを認める。

⑶ 上記⑵の後に、上記⑴の慢性肝炎が鎮静化したこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．上記⑵のセロコンバージョン以後、抗ウイルス療法がされていない状態の観察期間内において、

６か月以上、ＡＬＴ（ＧＰＴ）値が持続正常（当該血液検査結果票に記載された基準値との比

較による。）であること。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に

判断し、抗ウイルス療法がされていない状態の観察期間内において、上記⑴の慢性肝炎が鎮静

化したと認められること。

≪ｂにおける認定の考え方の補足≫

以下の①～③をそれぞれ確認できる場合には、特段の事情がない限り、これを認める。

慢性肝炎の再燃、再々燃における除斥期間について

２９



③ 以下の⒜ないし⒟のいずれかであること。

上記⑴の慢性肝炎の発症後かつ上記⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎発症の６か月以上前に、Ａ

ＬＴ値が正常となったことを示す医療記録が提出されていること。

上記⑴の慢性肝炎の発症後かつ上記⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎発症の６か月以上前に、セ

ロコンバージョンを起こしたことを示す医療記録が提出されていること。

上記⑴の慢性肝炎が鎮静化したと判断した旨記載のある当該患者の担当医の意見書又は陳述

書が提出されていること。

⒜ないし⒞の医療記録等が提出できない場合において、上記①の提出可能な医療記録及び上

記②の陳述書等に加え、当該患者の担当医以外の医師その他の医療関係者の陳述書等、当該患

者の親族の陳述書（当該患者の生活状況等に関するもの）等その他の資料から認定できる個別

具体的な事実経過を踏まえ総合的に判断した結果、上記⑴の慢性肝炎が鎮静化したものと認め

られること。

⒜

⒝

⒞

⒟

⑷ 上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎を発症したこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陰性でかつ慢性肝炎の具体的基準（P.20）を満たすこと。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に

判断し、上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎を発症したと認められること。

２．ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎が再々燃した者

⑴ 前記１の⑴から⑷までの事由に該当すること。

⑵ 前記１⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が鎮静化したこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の発症後、抗ウイルス療法がされていない状態の観察期間内において

、６か月以上、ＡＬＴ（ＧＰＴ）値が持続正常（当該血液検査結果票に記載された基準値との

比較による。）であること。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に

判断し、抗ウイルス療法がされていない状態の観察期間内において、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎

が鎮静化したと認められること。

⑶ 上記⑵の後に、リバースセロコンバージョンを起こしたこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．上記⑵の後に、ＨＢｅ抗原陽性で、かつＨＢｅ抗体陰性が認められること。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に

判断し、上記⑵の後に、リバースセロコンバージョンを起こしたと認められること（なお、検

査結果がＨＢｅ抗原陽性又はＨＢｅ抗体陰性のいずれかしかないとしても、医療記録に基づき、

医学的知見を踏まえて総合的に判断し、リバースセロコンバージョンを起こしたと認められる

ことはあり得る。）。

３０
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⑷ 上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を再度発症したこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陽性でかつ慢性肝炎の具体的基準（P.20）を満たすこと。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的

に判断し、上記⑶の後に、ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症したと認められること。

３．ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再々燃した者

⑴ 前記１の⑴から⑷までの事由に該当すること。

⑵ 前記１⑷のＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎について、当該患者の担当医がＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の

治療を要しないものと判断したと認められる状態になったこと。

〇次のいずれかに該当すること。

ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の発症後、９か月以上、抗ウイルス療法がされておらずＨＢｅ抗

原陰性を継続している状態で、㋐ＡＬＴ（ＧＰＴ）値が持続正常（当該血液検査結果票に記

載された基準値との比較による。）であり、かつ、㋑ＨＢＶ－ＤＮＡが正常値の範囲内（各

検査法における基準値は別表［下記］に記載）であること。

ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の発症後、９か月以上、抗ウイルス療法がされておらずＨＢｅ抗

原陰性を継続している状態で、㋐ＡＬＴ（ＧＰＴ）値が持続正常（当該血液検査結果票に記

載された基準値との比較による。）であり、かつ、㋑当該患者の担当医がＨＢＶ－ＤＮＡの

測定を実施していないという経過が医療記録から認められる場合において、通常実施するも

のと考えられるＨＢＶ－ＤＮＡの測定をあえて実施しなかったという事情に鑑みて、同担当

医がＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の治療を要しないものと判断したと認められること（ただし、

上記経過にかかわらず、同担当医が治療を要しないものと判断したと認めることはできない

特段の事情がある場合を除く。）。

カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録及びそれと同等の証明力を有する証拠を

総合的に検討した結果、当該患者の担当医が、診療当時の医療水準を踏まえ、ＨＢｅ抗原陰

性慢性肝炎の治療を要しないものと判断したと認められること。

（なお、ＡＬＴ（ＧＰＴ）値が持続正常（当該血液検査結果票に記載された基準値との比較

による。）であるが、ＨＢＶ－ＤＮＡが正常値でなかった場合でも、医療記録等から、９か

月以上、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎に対して、当該患者の担当医が積極的な検査（例えば、生

検）や治療（例えば、核酸アナログ製剤の使用など、より強力な薬等の使用）を行っていな

いことが確認でき、当該患者の担当医の説明等によって、同担当医が診療当時の医療水準を

踏まえて治療を要しないと判断していた（例えば、同担当医が、診療当時の医療水準を踏ま

え、ＨＢｅ抗体陽性無症候性キャリア、あるいは非活動性キャリア等と判断していた）と評

価できるような場合には、「当該患者の担当医がＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎の治療を要しない

ものと判断したと認められる状態になった」と評価するものとする。）

ａ．

ｂ．

ｃ．

３１
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⑶ 上記⑵の後にＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎を再度発症したこと。

○次のいずれかに該当すること

ａ．上記⑵の後に、ＨＢｅ抗原陰性でかつ慢性肝炎の具体的基準（P.20）を満たすこと。

ｂ．カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録等に基づき、医学的知見を踏まえて総合的

に判断し、上記⑵の後に、ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎を発症したと認められること。

別表 ＨＢＶ－ＤＮＡの各検査法における基準値
基準値時期検査法

３０ｃｐｍ以下／ｍｌで正常
ＤＮＡポリメラーゼ活性検
査検査 ※検査結果に示された基準値が異なる場合、当該検査結果票に

記載された基準値との比較とする。

０．７Ｍｅｑ／ｍｌ未満で正常
分岐（鎖）ＤＮＡプローブ
法 ※検査結果に示された基準値が異なる場合、当該検査結果票に

記載された基準値との比較とする。

５ｐｇ／ｍｌ未満で正常
液相（核酸）ハイブリダイ
ゼーション法 ※検査結果に示された基準値が異なる場合、当該検査結果票に

記載された基準値との比較とする。

５．０Ｌｏｇ ｃｏｐｙ／ｍｌ以下で正常平成１９年まで

ＴＭＡ－ＨＰＡ法
４．０Ｌｏｇ ｃｏｐｙ／ｍｌ又は３．３ＬｏｇＩＵ／ｍｌ未満

で正常
平成２０年以降

５．０Ｌｏｇ ｃｏｐｙ／ｍｌ以下で正常平成１９年まで
ＰＣＲ（アンプリコアＨＢ
Ｖモニター法） ４．０Ｌｏｇ ｃｏｐｙ／ｍｌ又は３．３ＬｏｇＩＵ／ｍｌ未満

で正常
平成２０年以降

４．０Ｌｏｇ ｃｏｐｙ／ｍｌ又は３．３ＬｏｇＩＵ／ｍｌ未満
で正常

リアルタイムＰＣＲ法

Ⅴ．必要となる資料

上記Ⅰの１.ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再燃した方、２.ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎が再々燃した方、

３.ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再々燃した方については、それぞれ、これらの経過を示した報告書

をご提出ください。報告書の様式は、基本合意書（その３）の別添１～３をご使用ください。別添

１～３に準ずる内容の報告書でも差し支えありません。（様式８－１、８－２、８－３、８－４）

また、各要件を確認するために、それぞれの期間における肝疾患にかかる検査結果、医療記録等

（既に提出済みのものは除きます。）をご提出ください。

１．ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再燃した者

・上記Ⅰの１の要件(1)のＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症してから上記Ⅰの１の要件(4)ＨＢｅ

抗原陰性慢性肝炎を発症して以降１年分までの期間

２．ＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎が再々燃した者

・上記Ⅰの１の要件(1)のＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症してから上記Ⅰの２の要件(4)ＨＢｅ

抗原陽性慢性肝炎を再度発症して以降１年分までの期間

３．ＨＢｅ抗原陰性慢性肝炎が再々燃した者

・上記Ⅰの１の要件(1)のＨＢｅ抗原陽性慢性肝炎を発症してから上記Ⅰの３の要件(4)ＨＢｅ

抗原陰性慢性肝炎を再度発症して以降１年分までの期間

３２

慢性肝炎の再燃、再々燃における除斥期間について
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１１．除斥期間を経過した無症候性キャリアについて

除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については、給付金 50 万円に加え、特措法等に基

づき以下の政策対応が実施されます。

【政策対応の内容】

１．定期検査および定期検査に付随する診療行為等に要する費用

２．B 型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用（ワクチン・グロブリン投与費

用、検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用）

３．同居家族に対する B 型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用（ワクチン投

与費用、検査費用）

４．定期検査手当 １．の定期検査 1 回につき１万５千円（定額）（年 2 回まで）

● 政策対応の詳しい内容は以下の通りです。

１．定期検査および定期検査に付随する診療行為等に要する費用

（１）支給の対象となる費用

本人が慢性肝炎または肝がんの発症を確認するため、下記（２）の上限回数の範囲内で定

期検査を受けた際の検査費用ならびに下記（３）の支給対象となる血液検査および画像検査

に付随する診療行為等に要する費用（自己負担分）

※ 他制度により公費助成がされた場合は、その助成金額を除いた額が対象となります。

（２）対象検査項目及び上限回数

※ 上記検査は、毎年４回または２回までとなります。

定期検査 検査項目 回数

血
液
検
査

血液学的検査

赤血球数、白血球数、血色素（ヘモグロビン）測定

ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、

プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時

間測定

年４回まで生化学的検査(Ⅰ)

AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP(γ-GT)

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、

ChE、総コレステロール

生化学的検査(Ⅱ) AFP、PIVKA-Ⅱ、ＡＦＰ-Ｌ3％

免疫学的検査 HBe 抗原、HBe 抗体

微生物学的検査 HBV-DNA

画像検査

腹部エコー（腹部超音波検査） 年４回まで

造影ＣT もしくは造影ＭＲＩ

または単純ＣＴもしくは単純ＭＲＩ
年２回まで
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（３）支給対象となる血液検査及び画像検査に付随する診療行為等

診療料 検査実施に伴う初診料または再診料（外来診療料）、外来管理加算、時間外対応加

算、明細書発行体制等加算

検査料 検査実施に伴う検体検査判断料、検体検査管理加算、外来迅速検体検査加算、血液

採取料

画像診断料 画像診断管理加算、造影剤使用加算、電子画像管理加算、コンピューター断層診断

料、造影ＣＴまたは造影ＭＲＩを行った場合に付随する薬剤

その他 療養担当手当（入院外）

２．B 型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用（母子感染防止医療費）

（１）支給の対象となる費用

国との和解成立後に対象者が出産した時に、その子に対するＢ型肝炎ウイルスの母子感染

を防止するため、下記（２）の上限回数の範囲内でワクチンの投与等およびこれに附帯する

検査が行われた場合、その投与等の費用、検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要

する費用（自己負担分）

※ 他制度により公費助成がされた場合は、その助成金額を除いた額が対象となります。

（２）上限回数

・母親の血液検査 ：子１人につき１回

・子の血液検査（ＨＢｓ抗原） ：子１人につき２回

・子の血液検査（ＨＢｓ抗体） ：子１人につき１回

・子に対するワクチン投与 ：子１人につき３回

・子に対するグロブリン投与 ：子１人につき２回

３．同居家族に対するＢ型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用（世帯内感染防

止医療費）

（１）支給の対象となる費用

国との和解成立後に新たに当該原告の同居家族になった者（前記２の「母子感染防止のた

めの医療費」の支給対象となる子を除く）に対するＢ型肝炎ウイルス感染防止のため、下記

（２）の上限回数の範囲内でワクチンの投与およびこれに附帯する検査が行われた場合、そ

の投与および検査の費用

※ 原則、保険外診療となりますが、全額請求できます。

ただし、他制度により公費助成がされた場合は、その助成金額を除いた額が対象となりま

す。
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（２）上限回数

・血液検査：同居家族１人につき、ワクチン投与前、投与後それぞれ１回まで

・ワクチン投与：同居家族１人につき３回まで（ただし、3 回接種後にＨＢs 抗体が獲得

されていないことが確認できた場合には、4 回目の追加接種分も対象とする）

４．定期検査手当

１．の定期検査を受けた方について、定期検査手当として、定期検査１回につき１万５千円（定

額）を、毎年１～12 月の間に２回、合計３万円を限度に請求することができます。

＜政策対応の請求手続等について＞

● 除斥期間が経過した無症候性キャリアの方には、給付金５０万円に加え、毎年、Ｐ.33～35

に記載した定期検査費等が支払われます。これらの費用の請求に関する取扱いについては、下 

図の通り、受診時期及び費用の種類により異なります。請求手続の詳細は、支払基金にお問い 

合わせください。 

受診時期 定期検査費
母子感染防止医療費 世帯内感染防止

医療費本人分 子ども分

和解成立後から受給者証

（※）が交付されるまで

受給者証交付後

（※）受給者証は、和解成立後、支払基金に請求することにより、支払基金より交付されます。

和解成立後、受給者証発行のため、給付金等支給請求書と合わせて受給者証交付請求書及び

住民票などの添付書類を提出してください。 

また、受給者証と合わせて、定期検査受診の記録を行うための定期検査受診票が交付され 

ますので、受診時に受給者証と合わせて医療機関の窓口にご提示ください。 

（受給者証及び定期検査受診票の様式については P.36 のとおりです。） 

（定期検査手当の請求について）

定期検査手当については、受給者証が交付されるまでは、定期検査費と合わせて支払基金

へ請求していただく必要がありますが、受給者証交付後は請求の手続は不要となり、支払基

金において定期検査の受診を確認した後、指定の口座に振り込まれます。

※ 受診月から振り込みまで概ね４か月程度かかります。

医療機関での窓口負担が必要です。

請求書に医療機関が発行する明細書等を添付し、

原則として年１回、翌年１月までに支払基金にご請求ください。

医療機関に受給者証（※）を

提示することにより、窓口負担

が不要になります。
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＜受給者証様式＞ ＜定期検査受診票様式＞

■医療機関の皆さまへ

医療機関の窓口で上記受給者証が提示された場合には、P.35 の図の通り、Ｐ.33 の１．（１）

の定期検査費及びＰ.34 の２の母子感染防止医療費のうち母親の血液検査に係る費用については、

窓口で受診者からの費用徴収は行わず、診療報酬の請求と合わせて受診者の自己負担分を支払基 

金又は国民健康保険団体連合会へ請求いただくこととなりますので、ご留意いただきますようお 

願いいたします。 

また、定期検査を実施した場合には、受給者証と合わせて交付される「定期検査受診票」に、

受診年月日、医療機関名の欄にご記入いただき、受診された方にお渡しいただきますようお願い

いたします。

※定期検査費用は、上限回数を超えて受診した場合は支払われませんので、上限回数を超えて受

診した場合は、自己負担分を医療機関窓口で徴収していただく必要があります。このため、医療

機関の窓口で受診の回数を確認する必要がありますので、必ずご記入いただきますようお願いい

たします。



※今後、連絡先に変更が生じた場合には、厚生労働省ホームページにてお知らせします。

厚生労働省ホームページ【Ｂ型肝炎訴訟について】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html 
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１２．お問い合わせ先

＜訴訟（和解手続等）に関する照会先＞

厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課 Ｂ型肝炎訴訟対策室

電話相談窓口：０３－３５９５－２２５２ 

受付時間：午前９時から午後５時まで 

月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

社会保険診療報酬支払基金ホームページ 

https://www.ssk.or.jp/smph/koreisha/kanen/index.html 

＜和解後の給付金等の請求手続に関する照会先＞

社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口

電話相談窓口：０１２０－９１８－０２７

受付時間：午前９時から午後５時まで

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）


